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(57)【要約】
【課題】　粉体と接触する面の強度を確保しつつ、粉体
が付着することを抑制できる粉体付着抑制チタン部材を
提供する。
【解決手段】　粉体付着抑制チタン部材は、粉体と接触
する凹凸面を有する表層部を備えている。表層部の硬度
は、粉体付着抑制チタン部材の内部の硬度よりも高い。
凹凸面の算術平均粗さＲａは、０．４μｍ以上、２．０
μｍ以下であり、表層部のビッカース硬度は、４００以
上である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部よりも硬度が高く、粉体と接触する凹凸面を有する表層部を備え、
　前記凹凸面の算術平均粗さＲａが０．４μｍ以上、２．０μｍ以下であり、
　前記表層部のビッカース硬度が４００以上であることを特徴とする粉体付着抑制チタン
部材。
【請求項２】
　少なくとも前記表層部が窒化物、炭化物および炭窒化物のいずれかで形成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の粉体付着抑制チタン部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粉体が付着することを抑制するとともに、粉体の付着を抑制する効果を持続
させることができる粉体付着抑制チタン部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食用粉体（穀粉など）や合成樹脂粉体などの粉体（粉粒体ともいう）の性状は、粒子の
大きさ・分布・形状によって異なり、ナノ粒子を作り出す技術まで進んだ現在でも種々の
問題を抱えている。具体的には、所定の装置を用いて、粉体に対して所定の処理を行うと
き、粉体が装置に付着してしまうことがある。この付着した粉体をそのまま放置しておく
と、粉体の更なる付着（堆積）、粉体の固化が発生し、粉体に対する所定の処理の妨げに
なる。また、粉体の付着状態によっては、粉体が付着した装置を洗浄しても、付着した粉
体を洗い落とすことも難しくなってしまう。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、粉体投入用のホッパーに振動を与えると共に、このホッパー
内に空気を吐出させることにより、ホッパーの内面に付着した残留粉体を取り除いている
。しかし、特許文献１の技術は、ホッパーの内面に粉体が付着することを前提としており
、粉体の付着によるトラブルを根本的に解決するものではない。一方、特許文献２では、
鋼材の表面に粉体が付着することを防止するために、鋼材の表面に所定の凹凸を形成して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－９５３９０号公報
【特許文献２】特開２００８－２３０６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２のように、鋼材の表面に所定の凹凸を形成すると、鋼材の表面における機械
的強度が低下しやすくなり、鋼材の表面（凹凸面）の摩耗が進行しやすくなったり、凹凸
面（特に、凸部分）が欠けたりしてしまう。
【０００６】
　例えば、鋼材と接触する粉体が高強度の材料で形成されているときには、粉体が鋼材の
表面（凹凸面）に衝突することにより、凹凸面の摩耗が進行しやすくなったり、凹凸面（
特に、凸部分）が欠けたりすることがある。また、鋼材を洗浄するとき、洗浄部材と鋼材
の表面（凹凸面）との間の摩擦によって、凹凸面の摩耗が進行しやすくなったり、凹凸面
（特に、凸部分）が欠けたりすることがある。
【０００７】
　このように、鋼材の表面（凹凸面）が摩耗したり、凹凸面が欠けたりすると、所定の凹
凸を維持できなくなり、所定の凹凸を形成することによる効果、すなわち、粉体の付着を
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防止する効果が低下してしまう。また、鋼材の表面の摩耗や凹凸面の欠けなどによって、
異物が発生して粉体に混入してしまうおそれもある。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記課題を解決するために、粉体と接触する面の強度を確保しなが
ら、粉体が付着することを抑制することができる粉体付着抑制チタン部材を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明は、内部よりも硬度が高く、粉体と接触する凹凸面を有する表層部を備え、
前記凹凸面の算術平均粗さＲａが０．４μｍ以上、２．０μｍ以下であり、前記表層部の
ビッカース硬度が４００以上であることを特徴とする粉体付着抑制チタン部材である。
【００１０】
　第２の発明は、少なくとも前記表層部が窒化物、炭化物および炭窒化物のいずれかで形
成されていることを特徴とする第１の発明の粉体付着抑制チタン部材である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、粉体と接触する面を、算術平均粗さＲａが０．４μｍ以上、２．０μ
ｍ以下である凹凸面とすることにより、粉体の付着を抑制することができる。また、表層
部のビッカース硬度を４００以上とすることにより、粉体が接触する面の強度を向上させ
ることができる。これにより、粉体と接触する凹凸面の形状を維持し続けることができ、
粉体の付着を抑制する効果を持続させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】粉体付着抑制チタン部材の断面の一部を拡大した部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について詳述する。本実施形態である粉体付着抑制チタン部材
は、粉体と接触する面の強度を確保しつつ、粉体の付着を抑制するものである。
【００１４】
　本実施形態の粉体付着抑制チタン部材の構造について、図１を用いて説明する。
【００１５】
　粉体付着抑制チタン部材１０は、凹凸面１１を有しており、凹凸面１１は、粉体と接触
する面である。凹凸面１１の算術平均粗さＲａは、０．４μｍ以上、２．０μｍ以下であ
る。算術平均粗さＲａは、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１で定義されている。算術平均粗さＲａが
０．４μｍ未満であったり、算術平均粗さＲａが２．０μｍよりも大きかったりすると、
粉体が付着しやすくなり、好ましくない。
【００１６】
　算術平均粗さＲａが０．４μｍ以上、２．０μｍ以下であれば、粉体の粒径又は粒度分
布にかかわらず、粉体の付着を抑制することができる。粉体の付着を抑制する上では、算
術平均粗さＲａは、好ましくは０．４μｍ以上、１．４μｍ以下、より好ましくは０．４
μｍ以上、１μｍ以下、さらに好ましくは０．４μｍ以上、０．８μｍ以下である。
【００１７】
　粉体付着抑制チタン部材１０の表面に形成される凹凸面は、粗さ曲線パラメータ（Ｒ）
に限らず、断面曲線パラメータ（Ｐ）、うねり曲線パラメータ（Ｗ）を用いても表すこと
ができる。各パラメータは、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１で定義されている。
【００１８】
　粉体付着抑制チタン部材１０では、内部から表面（凹凸面）に向かって硬度が高くなっ
ており、表層部の硬度は、内部（表層部よりも内側の部分）の硬度よりも高い。また、表
層部のビッカース硬度は、４００以上である。ここで、表層部は、粉体付着抑制チタン部
材１０の表面（凹凸面）から所定深さまでの領域である。ビッカース硬度は、ＪＩＳ　Ｚ
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　２２４４に準拠し、２５ｇの荷重でビッカース硬さ試験を行なうことにより測定できる
。ここで、粉体付着抑制チタン部材１０の表面に凹凸面が形成されたままでは、表層部の
ビッカース硬度を測定できない。そこで、粉体付着抑制チタン部材１０の表面（凹凸面）
から内部に向かって粉体付着抑制チタン部材１０を切断したときの切断面を研磨し、この
切断面を用いて表層部のビッカース硬度を測定することができる。一方、粉体付着抑制チ
タン部材１０の凹凸面を平坦面に研磨すれば、この研磨した面を用いて、表層部のビッカ
ース硬度を測定することもできる。
【００１９】
　表層部のビッカース硬度を４００以上とすることで、粉体と接触する面の機械的強度を
確保でき、凹凸面１１の形状を維持し続けることができる。これにより、凹凸面１１によ
って、粉体の付着を抑制する効果を長期間維持することができる。ここで、粉体の付着を
抑制する効果を維持する上では、表層部のビッカース硬度は、好ましくは８００以上、よ
り好ましくは１０００以上、さらに好ましくは１２００以上である。
【００２０】
　次に、粉体付着抑制チタン部材１０を製造する方法について説明する。
【００２１】
　基材に対して、少なくとも表面硬化処理を行うことにより、粉体付着抑制チタン部材１
０を製造することができる。
【００２２】
　まず、基材の材料について説明する。基材の材料としては、チタンが用いられる。チタ
ンあるいはチタン合金は人体に対する安全性の高い金属として知られ、インプラント治療
にも用いられている。
【００２３】
　次に、表面硬化処理について説明する。表面硬化処理とは、基材の表面を硬化させる処
理である。表面硬化処理によって、基材の表層部の硬度を、基材の内部の硬度よりも高く
することができる。
【００２４】
　表面硬化処理としては、例えば、表面焼入れ法、拡散浸透法を用いることができる。表
面焼入れ法としては、具体的に、高周波焼入、レーザ焼入、電子ビーム焼入等を用いるこ
とができる。また、拡散浸透法としては、具体的に、固体浸炭、液体浸炭、ガス浸炭、真
空浸炭、プラズマ浸炭、高周波焼入浸炭、塩浴窒化、ガス窒化、プラズマ窒化、塩浴軟窒
化、浸硫窒化、ガス軟窒化、高周波焼入窒化、ガス浸炭窒化、液体浸炭窒化、ＴＤプロセ
ス、固体ほう化、液体ほう化、気体ほう化等を用いることができる。
【００２５】
　基材の材料と表面硬化処理の具体的な内容に基づいて、粉体付着抑制チタン部材１０の
表層部のビッカース硬度が４００以上となるような処理条件（例えば、加熱条件）を予め
決めておくことができる。これにより、予め決められた処理条件において、表面硬化処理
を行うことにより、粉体付着抑制チタン部材１０の表層部のビッカース硬度を４００以上
とすることができる。
【００２６】
　また、表面硬化処理によって、基材の表面に凹凸面を形成することができる。表面硬化
処理を行うとき、凹凸面１１の算術平均粗さＲａが０．４μｍ以上、２．０μｍ以下とな
るような処理条件を予め決めておくことができる。これにより、予め決められた処理条件
において、表面硬化処理を行うことにより、凹凸面１１の算術平均粗さＲａを０．４μｍ
以上、２．０μｍ以下とすることができる。なお、凹凸面１１の算術平均粗さＲａを、０
．４μｍ以上、１．４μｍ以下としたり、０．４μｍ以上、１μｍ以下としたり、０．４
μｍ以上、０．８μｍ以下としたりするときも、表面硬化処理を行うときの処理条件を予
め決めておけばよい。
【００２７】
　基材の材料がチタン（Ｔｉ）であるため、基材に対して、塩浴窒化、ガス窒化、プラズ
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マ窒化、塩浴軟窒化、浸硫窒化、ガス軟窒化、高周波焼入窒化といった窒化処理で表面硬
化処理を行うことにより、基材の表層部を窒化物（例えば、ＴｉＮ）で形成することがで
きる。また、Ｔｉで形成された基材に対して、固体浸炭、液体浸炭、ガス浸炭、真空浸炭
、プラズマ浸炭、高周波焼入浸炭といった炭化処理で表面硬化処理を行うことにより、基
材の表層部を炭化物（例えば、ＴｉＣ）で形成することができる。さらに、Ｔｉで形成さ
れた基材に対して、ガス浸炭窒化、液体浸炭窒化、高周波焼入浸炭窒化といった炭窒化処
理で表面硬化処理を行うことにより、基材の表層部を炭窒化物（例えば、ＴｉＣＮ）で形
成することができる。ここで、粉体付着抑制チタン部材１０の内部では、表面硬化処理に
よる硬化が行われにくいため、粉体付着抑制チタン部材１０の内部は、Ｔｉのままとなる
。なお、上述した窒化処理については、処理温度を５５０～１０００℃、処理時間を１～
２０時間と適宜選択することができ、処理温度を８００～９００℃とすることが好ましく
、処理時間を６～８時間とすることが好ましい。また、上述した炭化処理については、処
理温度を８００～１４００℃、処理時間を１分～６０時間、焼入れ温度を８５０℃、焼入
れ時間を１５分～１００分と適宜選択することができ、処理温度を９３０～１０５０℃、
処理時間を３０分以上とすることが好ましい。さらに、上述した炭窒化処理については、
処理温度を５５０～９００℃、処理時間を１５分～４時間と適宜選択することができ、処
理温度を７５０～８５０℃とすることが好ましい。
【００２８】
　粉体付着抑制チタン部材１０を製造するとき、基材に対して、表面硬化処理だけでなく
、加工処理を行うこともできる。加工処理とは、粉体付着抑制チタン部材１０の基材の表
面に凹凸を形成する処理である。加工処理としては、例えば、ブラスト、ピーニング、バ
フ研磨、ラッピング、ブラッシング、ヘアライン、エッチング等を用いることができる。
【００２９】
　基材の表面に凹凸を形成するブラスト処理に用いられる研磨剤としては、例えば、ＪＩ
Ｓ　Ｒ　６００１に規定される研磨剤を用いることができる。また、研磨剤の粒度は、例
えば、ＪＩＳ　Ｒ　６００１に規定される♯４００～♯３０００とすることができる。研
磨剤の粒度が♯４００未満の場合、凹凸面１１の算術平均粗さＲａを上記所定の範囲内に
しにくくなり、粉体が付着しやすくなるため、好ましくない。研磨剤の粒度が♯３０００
を超える場合、算術平均粗さＲａのバラつきが大きくなり凹凸面１１の形状の制御が困難
となることがある。また、研磨剤を基材に衝突させる方法としては、例えば、研磨剤を所
定の圧力で噴出して基材に衝突させる方法がある。研磨剤を噴出する所定の圧力は、例え
ば、０．３ＭＰａ～１．０ＭＰａとすることができる。研磨剤を噴出する圧力が０．３Ｍ
Ｐａ未満の場合、粉体の付着抑制効果を示す凹凸面１１を形成しにくくなる。研磨剤を噴
出する圧力が１．０ＭＰａを超える場合、基材への負荷が大きくなるために変形、劣化等
の問題を生じやすくなる。また、算術平均粗さＲａのバラつきが大きくなり凹凸面１１の
形状の制御が困難となることがある。
【００３０】
　上述した加工処理が、研磨剤を基材に衝突させるなどの物理的な衝撃を加える処理であ
る場合、この物理的な衝撃により、基材に加工硬化を発生させることができ、基材の硬度
を向上させることができる。また、加工硬化を発生させると、基材の表面（凹凸面）から
内部に向かって硬度が緩やかに減少する、硬度勾配を発生させることができる。ここで、
基材の内部において、硬度が極端に異なる部分があると、この部分が破断の起点になりや
すい。上述したように硬度勾配を発生させれば、硬度が極端に異なる部分が発生しにくく
なり、破断の発生を防止することができる。
【００３１】
　表面硬化処理および加工処理を行うとき、表面硬化処理および加工処理を行う順序は適
宜決めることができる。すなわち、加工処理を行った後に、表面硬化処理を行ったり、表
面硬化処理を行った後に、加工処理を行ったりすることができる。
【００３２】
　上述したように、表面硬化処理を行うだけでも、凹凸面１１の算術平均粗さＲａを０．
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４μｍ以上、２．０μｍ以下とすることができるが、加工処理を行うことにより、凹凸面
１１を形成しやすくなる。これにより、加工処理によって、凹凸面１１の算術平均粗さＲ
ａを所望の値に設定しやすくなる。
【００３３】
　ここで、基材の材料と加工処理の具体的な内容に基づいて、凹凸面１１の算術平均粗さ
Ｒａが０．４μｍ以上、２．０μｍ以下となるような処理条件を予め決めておくことがで
きる。これにより、予め決められた処理条件において、加工処理を行うことにより、凹凸
面１１の算術平均粗さＲａを０．４μｍ以上、２．０μｍ以下とすることができる。なお
、凹凸面１１の算術平均粗さＲａを、０．４μｍ以上、１．４μｍ以下としたり、０．４
μｍ以上、１μｍ以下としたり、０．４μｍ以上、０．８μｍ以下としたりするときも、
加工処理の条件を予め決めておけばよい。
【００３４】
　また、上述した表面硬化処理を行うことで粉体付着抑制チタン部材１０の表面に形成さ
れるチタン化合物や，表面硬化処理および加工処理を行うことで粉体付着抑制チタン部材
１０の表面に形成されるチタン化合物は、表面硬化処理や加工処理の具体的な処理条件に
基づき、チタン元素と表面硬化元素が所定の比率を示す化合物とすることができる。粉体
付着抑制チタン部材１０の表面に形成されるチタン化合物を、チタン元素と表面硬化元素
が所定の比率を示す化合物とすることで、粉体付着抑制チタン部材１０の表面（凹凸面１
１）の硬度を向上させることができる。例えば、表面硬化処理として窒化処理を行う場合
、粉体付着抑制チタン部材１０の表面に形成されるチタン化合物のチタン原子と窒素原子
の組成比率が、ＴｉｘＮｙ（０．７６≦ｘ≦４、０．１７≦ｙ≦３）となるように処理を
行うことが好ましい。
【００３５】
　また、上述した表面硬化処理が行なわれた粉体付着抑制チタン部材１０の内部構造（組
成）や、表面硬化処理および表面硬化処理が行なわれた粉体付着抑制チタン部材１０の内
部構造（組成）は、表面硬化処理や加工処理の具体的な処理条件に基づき、チタン原子と
表面硬化元素が粉体付着抑制チタン部材１０の表面から内部に向かって所定の比率を維持
するような構造（組成）とすることができる。粉体付着抑制チタン部材１０の内部構造（
組成）を、チタン元素と表面硬化元素が内部に向かって所定の比率を維持するような構造
（組成）とすることで、粉体付着抑制チタン部材１０の表面（凹凸面１１）から内部に向
かって硬度勾配が緩やかとなり、硬度が極端に異なる部分が発生しにくくなり、粉体付着
抑制チタン部材１０の破断の発生を防止することができる。例えば、表面硬化処理として
窒化処理を行う場合、チタン原子と窒素原子の組成比率がＴｉｘＮｙ（０．７６≦ｘ≦４
、０．１７≦ｙ≦３）を維持するような構造（組成）とすることが好ましい。
【００３６】
　本実施形態の粉体付着抑制チタン部材１０は、粉体に対して所定の処理を行う粉体処理
装置などに用いることができる。次に、粉体処理装置について説明する。
【００３７】
　上述したように、粉体処理装置は、粉体に対して所定の処理を行うものであればよい。
この粉体処理装置には、粉体と接触する部材が含まれる。そこで、粉体と接触する部材と
して、本実施形態の粉体付着抑制チタン部材１０を用いることができる。粉体と接触する
部材の形状は、粉体処理装置の構造に応じて決定されるため、本実施形態の粉体付着抑制
チタン部材１０は、粉体処理装置の構造に応じた所望の形状に成形すればよい。ここで、
粉体付着抑制チタン部材１０を所望の形状に成形するときには、粉体付着抑制チタン部材
１０の基材を所望の形状に形成した後に、上述した表面硬化処理だけを行ったり、表面硬
化処理および加工処理を行ったりすることができる。
【００３８】
　粉体処理装置としては、例えば、粉体を搬送する処理を行う装置がある。粉体を搬送す
るための粉体処理装置としては、空気輸送装置、ホッパー、ホッパフィーダ、振動フィー
ダ、電磁フィーダ、スクリューフィーダ、サークルフィーダ、バケットコンベア、ベルト
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コンベア、チェーンコンベア、ローラコンベア、スクリューコンベア、振動コンベア、エ
レベーティングコンベア、空気フィルムコンベア等を挙げることができる。
【００３９】
　また、粉体処理装置としては、上述した粉体を搬送する処理を行う装置の他にも、各種
の処理をする装置があり、例えば、粉体に対して所定の処理を行う粉体処理装置がある。
粉体処理装置が行う所定の処理としては、例えば、粉砕、造粒、搬送（移送）、分級、選
別、混合、攪拌、混練、捏和(ねっか）、乾燥、集塵、貯蔵、整粒といった処理を挙げる
ことができる。これらの処理を行う粉体処理装置の粉体と接触する部材として、本実施形
態の粉体付着抑制チタン部材１０を用いることができる。
【００４０】
　一方、粉体処理装置で取り扱われる粉体としては、例えば、食品、飼料、医薬品、化粧
料、電池材料、化成品等で用いられる粉体や、金属製又はセラミックス製の粉体がある。
なお、粉体処理装置で取り扱われる粉体は、上述した例の粉体に限られるものではない。
すなわち、粉体の材料がいかなる材料であっても、粉体に対して所定の処理を行う上では
、粉体の付着が発生するため、粉体の付着を抑制するために、本実施形態の粉体付着抑制
チタン部材１０を用いることができる。
【００４１】
　上述した食品や飼料としては、例えば、小麦粉、穀物、天然調味料、調味料、蛋白系食
品、砂糖、糖類系、米、玄米、コーンスターチ、片栗粉、そば粉、コーヒー、ココア、食
品添加物、卵白粉末、緑黄色野菜、根菜、茸、竹炭、まか、昆布、すっぽん、サメ軟骨、
イースト菌、乳酸菌、酵素、香料、天然甘味料、粉末卵、粉末油脂、クロレラ、全脂粉乳
、脱脂粉乳、各健康食品、セルロース等が挙げられる。
【００４２】
　上述した医薬品としては、例えば、漢方薬、農薬、無機薬品、酵素、抗生物質、ビタミ
ン剤等が挙げられる。
【００４３】
　上述した化成品としては、例えば、有機薬品、有機触媒、酢酸ビニル、メラミン樹脂、
尿素樹脂、フェノール樹脂、ＰＥ樹脂、ＰＴＦＥ樹脂、界面活性剤、塩化ビニル、リグニ
ン、洗剤、油脂類、脂肪酸、モノグリセライド、タルク、酵母、アルミン酸塩、各種リン
酸化合物、ケイ酸ソーダ、炭酸カルシウム、ホワイトカーボン、硫安、燐安、顔料、染料
、塗料、トナー、無機触媒、Ｐ．Ｖ．Ｃ．、フタル酸ソーダ等が挙げられる。
【００４４】
　金属製の粉体としては、例えば、Ｓｉ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ａｌ、ＷＣ、Ｃｏ、
Ｆｅ、Ｚｎ、Ｃｒ、Ｗ、Ｃｕ－Ｗ、Ａｇ－Ｗ、高速度鋼、超合金、溶射用粉末、合金鋼、
アルミ合金、鉛合金、銅合金、アルミニウム合金、亜鉛合金、錫合金、Ｎｉ基合金、Ｃｏ
基合金、ネオジム磁石用粉、アモルファス、真鍮、フェロアロイ、分散強化合金、ステン
レス鋼、ヘビーアロイ、スーパーアロイ、絶縁被膜処理鉄、各種希土類合金、マグネタイ
ト等が挙げられる。
【００４５】
　セラミックス製の粉体としては、例えば、アルミナ、シリカ、ステアタイト、ジルコニ
ア、ジルコン、イットリア、マグネシア、炭酸マグネシウム、炭酸カリウム、リン酸カル
シウム、水酸化マグネシウム、酸化チタン、チタン酸バリウム、チタン酸カリウム、チタ
ン酸マグネシウム、チタン酸ジルコン酸鉛、酸化鉛、ハイドロキシアパタイト、窒化ガリ
ウム、窒化ケイ素、炭化ケイ素、窒化チタン、炭化チタン、炭窒化チタン、窒化アルミニ
ウム、石灰炭、珪石、石灰石、ソーダ灰、陶石、長石、粘土、蛍石、サファイア、ルビー
、ガーネット、窒化ホウ素、タングステンカーバイド、ガラス、セメント、コンクリート
、ファインセラミックス、フェライト、コーディライト、フォルステライト、ムライト、
高温超伝導セラミックス、タイル陶器、陶磁器材料が挙げられる。
【００４６】
　金属製やセラミックス製の粉体を用いたとき、粉体処理装置では、粉体と接触する面が
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粉体と衝突することによって摩耗しやすくなる。そこで、耐久性に優れた本実施形態の粉
体付着抑制チタン部材１０を用いることにより、粉体処理装置の寿命を向上させることが
できる。
【実施例】
【００４７】
　次に、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明する。ただし、本発明はこれらの実施
例のみに限定されるものではない。
【００４８】
　（実施例１～３）
　縦５０ｍｍ，横５０ｍｍ，厚さ１．５ｍｍのチタンにより形成される基材を用意した。
基材に対し、ブラストによる加工処理を行った。加工処理された基材に対し、ガス窒化に
よる表面硬化処理を行い、窒化物により形成される表層部を備える実施例１～３の粉体付
着抑制チタン部材を得た。
【００４９】
　（実施例４）
　実施例１～３の加工処理を行わなかった。これ以外の条件は、実施例１～３と同様の条
件により、実施例４の粉体付着抑制チタン部材を得た。
【００５０】
　（実施例５～７）
　実施例１～３の加工処理の順序と、実施例１～３の表面硬化処理の順序を入れ替えた。
すなわち、実施例１～３の表面硬化処理をした後、実施例１～３の加工処理をした。これ
以外の条件は、実施例１～３と同様の条件により、実施例５～７の粉体付着抑制チタン部
材を得た。
【００５１】
　（実施例８）
　縦５０ｍｍ，横５０ｍｍ，厚さ１．５ｍｍのチタンにより形成される基材を用意した。
基材に対し、ブラストによる加工処理を行った。加工処理された基材に対し、真空浸炭に
よる表面硬化処理を行い、炭化物により形成される表層部を備える実施例８の粉体付着抑
制チタン部材を得た。
【００５２】
　（実施例９）
　実施例８の加工処理を行わなかった。これ以外の条件は、実施例８と同様の条件により
、実施例９の粉体付着抑制チタン部材を得た。
【００５３】
　（比較例１）
　縦５０ｍｍ，横５０ｍｍ，厚さ１．５ｍｍのチタンにより形成される基材を用意した。
この基材を比較例１の粉体付着抑制チタン部材とした。
【００５４】
　（比較例２～５）
　縦５０ｍｍ，横５０ｍｍ，厚さ１．５ｍｍのチタンにより形成される基材を用意した。
基材に対し、ブラストによる加工処理を行い、比較例２～５の粉体付着抑制チタン部材を
得た。
【００５５】
　（比較例６）
　縦５０ｍｍ，横５０ｍｍ，厚さ１．５ｍｍのチタンにより形成される基材を用意した。
基材に対し、ブラストによる加工処理を行った。加工処理された基材に対し、ガス窒化に
よる表面硬化処理を行い、比較例６の粉体付着抑制チタン部材を得た。
【００５６】
　（比較例７）
　比較例６の加工処理の順序と、比較例６の表面硬化処理の順序を入れ替えた。すなわち
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、比較例６の表面硬化処理をした後、比較例６の加工処理をした。これ以外の条件は、比
較例６と同様の条件により、比較例７の粉体付着抑制チタン部材を得た。
【００５７】
　<ビッカース硬度及び算術平均粗さＲａの測定>
　実施例１～９及び比較例１～７の粉体付着抑制チタン部材を用意した。これらの粉体付
着抑制チタン部材について、マイクロビッカース硬さ試験機（株式会社ミツトヨ製）を用
いて、表層部のビッカース硬度を測定した。具体的には、粉体付着抑制チタン部材の表面
から内部に向かって粉体付着抑制チタン部材を切断したときの切断面を研磨し、この切断
面を用いて表層部のビッカース硬度を測定した。また、これらの粉体付着抑制チタン部材
について、表面粗さ形状測定機サーフコム５７０A（株式会社東京精密製）を用いて、表
層部の凹凸面（比較例１については、基材の表面）の算術平均粗さＲａを測定した。実施
例１～９の測定結果を表１に示し、比較例１～７の測定結果を表２に示す。
【００５８】
　［表１］

［表２］

【００５９】
　<評価１>
　イオナイザー（春日電機株式会社製、ＫＤ‐４１０）を用いて、実施例１～９及び比較
例１～７の粉体付着抑制チタン部材それぞれの電荷を中和した。電荷が中和された粉体付
着抑制チタン部材を計量器に載置し、粉体付着抑制チタン部材の質量Ｍ０をそれぞれ測定
した。表層部の凹凸面（比較例１については、基材表面）を上方に向けた状態で、粉体付
着抑制チタン部材を水平な台に載置し、メジアン径が１．５μｍの銀粒子５０ｇを凹凸面
に載せた。凹凸面全体に銀粒子を均一に広げ、銀粒子が載った粉体付着抑制チタン部材を
１分間放置した。１分間後、粉体付着抑制チタン部材を９０度回転させて、表層部の凹凸
面を側方に向けた。この状態で、粉体付着抑制チタン部材を３秒間保持し、銀粒子を自然
落下させた。ここで、粉体付着抑制チタン部材の質量Ｍ１をそれぞれ測定した。質量Ｍ１

から質量Ｍ０を減じ、粉体付着抑制チタン部材に対する銀粒子の付着量をそれぞれ算出し
た。算出された銀粒子の付着量を以下に示す３段階の評価基準に従って評価した。結果を
表３に示す。
　［評価基準］
　◎：銀粒子の付着量が５０ｍｇ未満
　○：銀粒子の付着量が５０ｍｇ～５００ｍｇ
　×：銀粒子の付着量が５００ｍｇを超える。
【００６０】
　<評価２>
　評価１で用いた銀粒子に代えて、メジアン径が２．５μｍのニッケル粒子５０ｇを凹凸
面に載せた。これ以外の条件は、評価１と同様の方法により、ニッケル粒子の付着量をそ
れぞれ算出した。算出されたニッケル粒子の付着量を以下に示す３段階の評価基準に従っ
て評価した。結果を表３に示す。
　［評価基準］
　◎：ニッケル粒子の付着量が１００ｍｇ未満
　○：ニッケル粒子の付着量が１００ｍｇ～１０００ｍｇ
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　×：ニッケル粒子の付着量が１０００ｍｇを超える。
【００６１】
　<評価３>
　評価１で用いた銀粒子に代えて、メジアン径が２３μｍの粉体塗料２５ｇを凹凸面に載
せた。これ以外の条件は、評価１と同様の方法により、粉体塗料の付着量をそれぞれ算出
した。算出された粉体塗料の付着量を以下に示す３段階の評価基準に従って評価した。結
果を表３に示す。
　［評価基準］
　◎：粉体塗料の付着量が２０ｍｇ未満
　○：粉体塗料の付着量が２０ｍｇ～１００ｍｇ
　×：粉体塗料の付着量が１００ｍｇを超える。
【００６２】
　<評価４>
　実施例及び比較例の粉体付着抑制チタン部材と同じ寸法（縦５０ｍｍ，横５０ｍｍ，厚
さ１．５ｍｍ）の複数の凹部が、内部底面に形成される有底筒状の容器を用意した。表層
部の凹凸面（比較例１については、基材表面）を上方に向けた状態で、実施例１～９及び
比較例１～７の粉体付着抑制チタン部材を、容器内部底面の凹部にそれぞれ嵌めこんだ。
メジアン径が８μｍのアルミナ（Al2O3）５００ｇを、容器の内部に入れ、容器内部底面
とともに粉体付着抑制チタン部材の凹凸面をアルミナで覆った。この容器を、小型振動篩
器（ＭＳ－１２３　ｍｏｄｅｌ３００，株式会社中村製粉製）に設置し、上下方向に延び
るモーター軸の両端に３００ｇの偏心ウェイトを固定した状態で、モーターを１７８０ｒ
ｐｍで回転させて容器を振動させた。容器を７日間振動させ続け、アルミナで粉体付着抑
制チタン部材の凹凸面（比較例１については、基材表面）を摩擦した。７日後、凹部から
粉体付着抑制チタン部材を取り出し、エアーガンにて付着粉体を除去し、メタノールを用
いてさらに清掃後、１００℃で１分間乾燥することで、表面に付着するアルミナをそれぞ
れ除去した。アルミナが除去された実施例１～９及び比較例１～７の粉体付着抑制チタン
部材を用いて、評価１と同様の方法により、銀粒子の付着量をそれぞれ算出した。算出さ
れた銀粒子の付着量を以下に示す３段階の評価基準に従って評価した。結果を表３に示す
。
　［評価基準］
　◎：銀粒子の付着量が５０ｍｇ未満
　○：銀粒子の付着量が５０ｍｇ～５００ｍｇ
　×：銀粒子の付着量が５００ｍｇを超える。
【００６３】
　<評価５>
　評価４で用いた銀粒子に代えて、メジアン径が２．５μｍのニッケル粒子５０ｇを、摩
擦後の凹凸面に載せた。これ以外の条件は、評価４と同様の方法により、ニッケル粒子の
付着量をそれぞれ算出した。算出されたニッケル粒子の付着量を以下に示す３段階の評価
基準に従って評価した。結果を表２に示す。
　［評価基準］
　◎：ニッケル粒子の付着量が１００ｍｇ未満
　○：ニッケル粒子の付着量が１００ｍｇ～１０００ｍｇ
　×：ニッケル子の付着量が１０００ｍｇを超える。
【００６４】
　<評価６>
　評価４で用いた銀粒子に代えて、メジアン径が２３μｍの粉体塗料２５ｇを、摩擦後の
凹凸面に載せた。これ以外の条件は、評価１と同様の方法により、粉体塗料の付着量をそ
れぞれ算出した。算出された粉体塗料粒子の付着量を以下に示す３段階の評価基準に従っ
て評価した。結果を表３に示す。
　［評価基準］
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　◎：粉体塗料粒子の付着量が２０ｍｇ未満
　○：粉体塗料粒子の付着量が２０ｍｇ～１００ｍｇ
　×：粉体塗料粒子の付着量が１００ｍｇを超える。
【００６５】
　［表３］

【００６６】
　表３に示すように、実施例１～９の粉体付着抑制チタン部材では、評価１～６の全ての
評価において、○又は◎となった。一方、比較例１～７の粉体付着抑制チタン部材では、
評価１～６の少なくとも２つの評価において×となった。特に、比較例２～４及び７の粉
体付着抑制チタン部材は、凹凸面がアルミナ粒子で摩擦されると、銀粒子，ニッケル粒子
，粉体塗料粒子のうち少なくとも２つの粉体（粒子）の付着を抑制することができなくな
る。つまり、比較例２～４及び７の粉体付着抑制チタン部材では、粉体の摩擦により、凹
凸面が摩耗したり、凹凸面が欠けたりしたことが分かる。また、実施例１～９の粉体付着
抑制チタン部材では、表面に形成されるチタン化合物が、チタン元素と表面硬化元素が所
定の比率を示す化合物であった。このため、粉体付着抑制チタン部材の表面に形成される
チタン化合物を、チタン元素と表面硬化元素が所定の比率を示す化合物とすることで、粉
体付着抑制チタン部材の硬度向上に起因していると考える。また、粉体付着抑制チタン部
材の内部構造（組成）は、チタン元素と表面硬化元素が内部に向かって所定の比率を維持
するような構造（組成）であった。つまり、粉体付着抑制チタン部材の内部構造（組成）
を、チタン元素と表面硬化元素が内部に向かって所定の比率を維持するような構造（組成
）とすることで、凹凸面から内部に向かって硬度勾配が緩やかとなり、この硬度勾配が耐
久性の向上に起因していると考える。このように、実施例１～９の粉体付着抑制チタン部
材によれば、粉体の付着を抑制できるとともに、粉体と接触する凹凸面の形状を維持し続
けることができ、粉体付着抑制効果を持続できることが分かる。
【符号の説明】
【００６７】
１０：粉体付着抑制チタン部材
１１：凹凸面
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